
 

令和元年８月 

市長定例記者会見次第 

 
 
１．日 時：令和元年８月７日（水） １３：３０～ （約４５分） 
 
２．場 所：４０５会議室 
 
３．出席者：市長、関係局長ほか 
 
４． 案 件 

 
（１）ひとり親家庭等の特別相談窓口の開設について（資料番号１） 
 
（２）若年性認知症応援団キックオフイベントの開催について（資料番号２） 
 
（３）地元建築士と行く！建築まちあるきツアー開催（資料番号３） 
 
（４）「フードシェアリングモデル事業」参加店舗・利用者を募集中（資料番号４） 
 
（５）令和元年度 市民防災訓練の実施について（資料番号５） 
 
（６）ＡＲを使った水害疑似体験の導入について（資料番号６） 



 

市長定例記者会見資料 

ひとり親家庭等の特別相談窓口の開設について 

 

８月の児童扶養手当現況届受付期間に併せ、ひとり親家庭の困りごとや、離婚等

によりこれからひとり親になることへの不安や心配ごとについて相談できる場とし

て、土曜日と日曜日に各１回ずつ特別相談窓口を開設する。 

今年２月に策定した「金沢市子どもの貧困対策基本計画」において、生活の安定

を図るための保護者への支援として、養育費確保に向けた相談の充実を掲げており、

また、５月の民事執行法の改正により、今後、養育費の不払い者に対する資産の差

し押さえがしやすくなることから、養育費に関する取決めの重要性について広く周

知を図り、ひとり親家庭の経済的な安定を支援していく。 
 

１．開設日時 

開設日：令和元年８月１０日（土）、１８日（日） 

時 間：９：００～１５：００ 
 

  ※原則事前予約制（空きがあれば、予約なしでも対応可能） 

    予約先：子育て支援課（電話 ２２０－２２８５） 

 

２．対象者 

   ・ひとり親家庭の保護者 

・離婚を検討している方 

 

３．相談内容 

 

４．会場 

   市役所１階エントランスホールの特設会場で受付 

   ※子ども連れの相談者に対応するため、児童扶養手当現況届会場入り口付近に 

       託児スペースを設置 

内   容 対 応 者 

養育費や親権等に関する 

法律相談（１回３０分） 
金沢弁護士会弁護士 

就労相談 
10日：ハローワーク金沢職員 

18日：金沢市母子寡婦福祉連合会職員 

ひとり親家庭の支援や制度の相談 
子育て支援課職員 

金沢市母子寡婦福祉連合会職員 

令 和 元 年 ８ 月 ７ 日 
福祉局こども未来部 
子育て支援課  藤木 
TEL：２２０－２２７０ 
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若年性認知症応援団キックオフイベントの開催について 

 

若年性認知症の方がその人らしく望む生活を送るために、既存の高齢者及び障害者サー

ビスだけでなく、一般個人や団体の中から、自分たちにできることで若年性認知症の方を

応援する応援団（パートナー）を増やしていく仕組みを構築し、普及させるため、「若年性

認知症の人と家族と寄り添いつむぐ会」との協働により、若年性認知症応援団プロジェク

トを展開します。 

そのスタート事業として、若年性認知症応援団プロジェクトのホームページを開設する

とともに、キックオフイベントを開催し、若年性認知症の方と応援者がつながり、地域全

体で支える契機とします。 
 
１．日 時  令和元年８月 29 日（木）15 時 45 分～17 時 15 分  

 ２．場 所  金沢歌劇座大集会室  

 ３．内 容  ①市長あいさつ 

②事業説明 

          若年性認知症応援団プロジェクトの主旨説明 

          若年性認知症応援団ホームページ及び事例紹介 

③徳田
と く だ

雄人
たけひと

氏講演 

  （ＮＰＯ法人認知症フレンドシップクラブ理事） 

演題『これからの企業・行政に求められる役割とは 

～認知症フレンドリー社会から考える～』 

４．参加者  企業、行政、医療福祉関係者、一般の方 
 

若年性認知症応援団プロジェクトとは 

① 若年性認知症の方の「～したい」という希望や望む生活を募集する。 

② 若年性認知症の方を応援したい個人や団体の自分たちにできることや取り組みを募

集する。 
③ ①と②をホームページ等で発信し、マッチングさせることで、その人に応じた支援に

つなげるともに、その拡充を図る。 
＜具体例＞ 

・ オカリナを弾きたいという当事者の方と歌手活動している人をつなげる。 

→ オカリナを教えてもらい、仲間に披露できた。 

・ 集える場所が欲しいという当事者やその家族とレストランやお寺をつなげる。 

→ 会場を提供してもらい、定期的に集える場所ができた。 

・ スポーツイベントや美術館のワークショップに一緒に参加する。 

    → 外出する機会が増え、趣味の幅が広がった。 

令和元年８月７日 
地域長寿課 細井 

TEL 220－2288 
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地元建築士と行く！建築まちあるきツアー開催 

 

 金沢には、江戸時代の前田家ゆかりの建築や城下町に蓄積された町家、明治時代のレンガ

建築や洋館、大正や昭和期の近代建築に加え、最新の現代建築が重層的に存在します。 

 気候や風土によって育まれた建築物やそれらが形成する個性豊かなまちなみ、そこから醸

し出される人々の生活や気質が織りなす金沢の「建築文化」を広く発信するため、本市では、

アーキテクチャーツーリズムを推進し、「建築めぐり」を観光コースとして推奨しています。 

 そこで、金沢の建築めぐりをより深く楽しんでいただくため、地元建築士がコースの企画

から当日ガイドまで行う、「地元建築士と行く！建築まちあるきツアー」を開催します。 

 ７月２６日に開館したばかりの「谷口吉郎・吉生記念金沢建築館」などの「谷口建築をめ

ぐるコース」のほか、観光地としても人気の施設を中心に、建築士ならではの視点で金沢の

まちをご案内します。 

 

１．内容 

   建築士のガイドによる市内半日観光ツアー（全８コース：１０回） 

   コース内容については別紙参照 

 

２．開催日、集合時間・場所 

９月１日（日）、１５日（日）、２９日（日） 

１０月６日（日）、２０日（日） 

１１月２日（土）、３日（日）、１０日（日）、１７日（日）、２４日（日） 

※いずれの日も８：４５に金沢駅観光案内所集合 

 

３．料金 

  1,000 円～2,500 円（コースにより異なる） 

   ※料金には、ツアー料・施設入館料・飲食代を含みますが、バス乗車料は含みません。 

 

４．定員     

各コース 20 名 

 

５．申し込み方法 

金沢市観光協会が運営する、体験やイベント、現地ツアー案内サイト 

「かなざわ自由時間」からお申し込みができます。 

（https://k-jj.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp） 

お電話でのお申し込みは、金沢市観光政策課（076(220)2194）まで。 

令和元年８月７日 

観光政策課 上出 

TEL220-2194 
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令和元年度 市民防災訓練の実施について 

 

  大規模な災害が発生した場合に備え、自主防災組織が主体となる地域主

導型の訓練を実施することにより「災害に強いまちづくり」の推進を図る

ことを目的に本年度も市内３校下・地区にて市民防災訓練を実施します。 

 

１ 訓練実施自主防災組織 

（１）新神田校下防災対策委員会 （１４町会 ２，０６１世帯） 

（２）米泉校下防災対策委員会  （ ６町会 ２，０８６世帯） 

（３）西校下自主防災会     （ ７町会 ２，１２５世帯） 

 

２ 訓練実施日時  

  令和元年８月２５日（日） ６：５０ ～ １２：００ 

   

３ 訓練想定 

  金沢市内で直下型地震が発生（市内各地震度６弱から６強） 

 

４ 訓練企画・運営の特徴 

・自主防災組織の主導型訓練 

・自主防災組織会長・役員を中心に地域の町会長等が協力して訓練を 

 企画運営 

・危機管理監及び消防局がサポート 

 

５ 主な訓練内容 

（１）まちなか訓練 

町会ごとに近くの公園等に避難し、住民の安否や被害状況の確認等の

訓練を行います。 

（２）避難所運営訓練  

小学校などに自主防災本部を開設し、避難してきた住民と、初期消火

訓練や応急救護訓練、炊き出し訓練等を行います。 

 

【市民防災訓練】 

平成７年度から市民震災訓練を実施し平成 21 年度から行政が主導で行う訓練から、自主

防災組織が地域の実情にあった形で企画・運営を行い、訓練を実施する市民協働型の訓練

へとステップアップし、名称も市民防災訓練に変更。さらに平成 22 年度より消防局から危

機管理課（当時防災管理課）へ事務移管。 

令 和 元 年 ８ 月 ７ 日 

危機管理監危機管理課 

担当 石山、中谷 

電話 220-2366 



 
 

 

 

市長定例記者会見資料 

ＡＲを使った水害疑似体験の導入について 

 
 

金沢市では、例年受講希望のあった小学校に対して、水害への備えなどについて、

出前授業を実施しているが、今年度より、新たな試みとしてＡＲ（拡張現実）（＊１）

を使用した水害疑似体験を導入する。 

 
 
１ 目的 

自分のいる場所が実際に浸水した場合の映像を見て、浸水による危険をより身近

に感じて、イメージすることにより、市民の水防意識を高める。 
 
 
２ 疑似体験について 

紙製ゴーグルとスマートフォンを使って、専用アプリによりカメラ映像に浸水画

像を重ねて表示することにより、疑似的に浸水を体験する。 
 

    

 

３ 実施予定 

・実施時期 令和元年９月～令和２年３月 

・実施方法 受講希望のあった市内１０小学校の５年生の授業にて実施 

 R1.9.20 R1.10.8 R1.10.16 R2.1.21 R2.1.28 R2.1.30 R2.3.3 

午前 米泉 千坂 米丸 － 伏見台 小坂 押野 

午後 － － 扇台 森山町 十一屋 田上 田上 

 

 

（＊１）ＡＲ：Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｒｅａｌｉｔｙ 

       現実の画像に仮想的な画像を重ねて表示する技術 

令和元年８月７日 

 内水整備課 市村 

TEL 220-2341 

画像：愛知工科大学提供 


